
1　事業の概要

①　成果目標（H24)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（負担金）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

今後、事業

をどのよう

にしていき

たいか。

　　□ 事業を実施しない　　　　　□ 事業を見直して実施　　　　　■ 事業を現行どおり実施

　平成25年度は、放射・環状道路、災害時の避難路・延焼遮断帯等の機能を有する都市づくり（防災環境軸）等の整備に努める。

また、平成26年度以降の新規箇所の調査、設計を実施する。

目標に対

する成果

の状況

平成24年度末の目標用途地域内都市計画道路整備率46.0%に対し46.3%となり、目標を達成した。

 概算事業費（B（A）+C） 546,924 531,471 553,210 621,749

- - -

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円） 22年度 23年度 24年度24年度24年度24年度 25年度

Aの

財源

概　算

人件費

5.01 5.06 5.19 6.93

-

70,230

341,053 366,000 355,000 272,000

546,924 531,471 553,210

279,519

予

算

額

前年度繰越 99,354 85,220 298,977

当初予算

101,571 98,125

830,448 752,959合計（A) 632,144

189,520 366,323 313,615

84,344

199,749

543,400

補正予算 -10,610 248,128 -18

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H24事業実績

H24

553,210 422,000

621,749

45.3%

497,100 454,000 422,000

街路の整備・促進 直接

整備箇所　N=４箇所

整備延長　L=220m

454,000

県が関与

する理由

■法令等義務 □内部管理 □県でなければ実施不可　【左記の説明、根拠法令等】

□民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 都市計画法第59条第2項

道路法15条

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

目指す姿

現状

課・室 都市計画課

＜参考＞

総合５か年

計画

プロジェクト  E-mail toshikei@pref.nagano.lg.jp

平成24年度末の用途地域内都市計画道路整備率を46.0%とする。

環状・放射道路ネットワークの構築、危険な踏切の解消をはじめとする安全確保、ゆとりある歩行者空間の構築とまちなか再生を図る。

　用途地域内の都市計画道路の現況整備率は45.3％（Ｈ24.3.31）で、全国最下位の整備率（全国平均65.9％）。

　 県下主要都市の慢性的な渋滞。

　また、開かずの踏切や未改良の踏切の解消が課題となっている。

成果目標の達成状況

事業番号 10 07 06 事業改善シート （２４年度実施事業分）　　□予算要求　　□予算案　　　■点検

事　業　名

項目

用途地域内都市

計画道路整備率

防災環境軸整備率

（人口集中地区内）

H25

（当初） （決算） （当初）

県単街路費県単街路費県単街路費県単街路費

担

当

課

部局 建設部

　　３　ゆとりある住環境の形成 実施期間 S43 ～

５－２　快適で暮らしやすいまちづくり

454,000 553,210 422,000

Ｈ２４
H25

目標

現況

（見込）
目標 成果 達成状況

46.7%

56.9%

46.0% 46.3% 達成

施策の総合的展開

４－１　地域防災力の向上

　　５　災害に強い建物・道路等の整備

－ － － －

合計


